




平成30年度障害者総合福祉推進事業「相談支援従事者研修ガイドラインの作成及び普及事業」

●第１日目 平成30年11月23日(祝)　埼玉会館７Ａ会議室

区分 科目名 時間 項目 講師

オリエンテーション
研修受講ガイダンス

9:30～10:20
本研修の獲得目標
プログラム概要

7

10:30～12:00 ① 相談支援の目的

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会
　相談支援事業課 相談総務係　係長　玉木 幸則
NPO法人十勝障がい者総合相談支援センター
　所長　門屋 充郎

23

51

12:00～13:00

13:00～14:00 ② 相談支援の基本的視点Ⅰ
沖縄大学 人文学部 福祉文化学科
　准教授　島村 聡

81

14:10～15:40 ② 相談支援の基本的視点Ⅱ
福井県立大学 看護福祉学部
　講師　相馬 大祐

93

15:50～16:50 ③ 相談援助技術
福井県立大学 看護福祉学部
　講師　相馬 大祐

105

（講師の皆様お名前は敬称を略させていただきました。）

●第２日目 平成30年11月24日(土)　埼玉会館７Ａ会議室

区分 科目名 時間 項目 講師

講義
２

障害者総合支援法及び児
童福祉法の理念・現状と
サービス提供プロセス

9:30～10:30
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害福祉課 地域生活支援推進室
　相談支援専門官　大平 眞太郎

講義
３

障害者総合支援法及び児
童福祉法のにおける相談
支援（サービス提供）の基
本

10:40～12:10
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害福祉課 地域生活支援推進室
　相談支援専門官　大平 眞太郎

12:10～13:10

ケアマネジメントとそのプロセス、
基本的視点(60分)

特定非営利活動法人埼玉県相談支援専門員協会
　代表理事　藤川 雄一

多職種連携とチーム支援(30分)
社会福祉法人名古屋市リハビリテーション事業団
自立支援部
　部長　鈴木 智敦

地域における相談支援体制

地域づくり、資源の改善・開発、
協議会の運営・活用

研修のまとめ 16:10～16:30 研修のまとめ

インタビュー 16:30～17:00

右脇の数字は本資料のページ数となります。 （講師の皆様お名前は敬称を略させていただきました。）

講
義

〈昼休憩〉

講義
４

相談支援におけるケアマネ
ジメント手法とそのプロセス

13:10～14:40

新カリキュラムに基づく相談支援従事者養成研修 初任者モデル研修　プログラム

講
義 講義

１
相談支援概論

〈昼休憩〉

講義
５

相談支援における地域へ
の視点

14:50～16:10
上小圏域障害者総合支援センター
　所長・相談支援専門員　橋詰 正
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受講・聴講にあたっての注意事項 

 

【受講者・聴講者へ共通のご案内】 

 １．本研修の位置づけについて 

   本研修は、厚生労働省の実施する平成３０年度障害者総合福祉推進事業の指定課題のひとつと

して、相談支援従事者養成研修のカリキュラムを改訂するにあたり、新たなカリキュラムに基づ

く研修を実地でモデル的に行うものです。研究開発の性質上、以下にご協力をお願いします。 

    ① 第２日目・第７日目終了時にグループインタビューを実施します。 

    ② 科目別振り返りシートは科目毎に提出してください。後日返却します。 

    ③ 研修中、事務局にて録画や写真撮影等を行います。 

     ※事業報告書や報告会等で使用する場合があります。 

    ④ 本研修の結果を元に、さらに進行・教材・副教材等の精度向上を予定しています。 

     ※本研修で配布する資料の複製や再配布は固くお断りします。やむを得ぬ事情がある場合

は、事務局にまずはご相談ください。 

 

 ２．注意事項 

   ① 研修中、携帯電話・スマートフォンは電源を切るかマナーモードにし、かばん等の中にし

まってください。研修進行の妨げとなる行為をし、注意しても改善されない場合は退席して

いただくことがあります。 

   ② 研修中の講義や演習等、会場内での録音や写真・動画撮影等は禁止します。 

   ③ 会場内では昼食等の飲食が可能です。ただし、ゴミは各自お持ち帰りください。 

    研修中も飲み物は飲んでかまいません。 

   ④ 体調管理には十分注意してください。体調がすぐれない場合は、早めに事務局まで申し出

てください。会場の温度管理にはできる限り注意を払いますが、各自でも調節願います。 

   ⑤ 本研修へは、公共交通機関を利用して来場してください。 

    ※第５日目～第７日目の川越市東部地域ふれあいセンターは駐車場がありません。 

   ⑥ 喫煙は所定の喫煙所にてお願いします。 

 

 

【受講者へのご案内】 

 １．初任者研修修了の認定にあたっては、課題実習を含め、本研修の全てのカリキュラムを受講す

ることが必要となります。以下の場合は、修了の認定を行いませんのでご注意ください。 

   ・欠席した場合 ※遅刻・早退や無断や長時間の離席は欠席扱いとなります。 

   ・課題実習を誠実に行わなかった場合（他人の事例を借り受ける等は厳に謹んでください。） 

   ・研修の進行の妨げとなる発言・行動をし、再三の注意を受けても改善しない場合 

   ・研修への参加意欲がないと感じられる場合（居眠り、携帯電話・スマートフォン・パソコン

等の使用、グループワークへ参加しない等） 
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 ２．出席の確認について 

   ・第１日目・第２日目については、以下の通り出席確認を行います。 

     各日程の研修開始前（受付時） 該当の受講確認票に必要事項を自署の上、提出 

     各日程の研修終了時      該当の受講確認票に必要事項を自署の上、提出 

    ※提出が確認できない場合、自署の必要事項記載がない場合は欠席扱いとなります。 

   ・第３日目～第７日目については、グループワークとなり、各グループの演習講師が開始時と

終了時に出席確認を行います。 

 

 ３．修了証書の交付について 

   ・定められたカリキュラムを全て修了された方に、第７日目終了後、修了証書を発行します。 

   ・修了証書を受け取る際、氏名と生年月日に誤りがないか確認してください。 

    ※もし誤りがある場合は、必ずその場で事務局に申し出てください。 

   ・修了証書の交付を受けた者は、埼玉県が作成・管理する研修修了者名簿に登載します。 

   ・本研修は現行の告示に基づき、修了を認定するものです。 

 

 

【聴講者へのご案内】 

 １．受講生と共通のご案内にもある通り、本研修で使用する教材・副教材等は試行中のものであり、

今年度さらなる改訂を行い、来年度の公開を予定しています。今年度中は特に、本研修で提供す

る教材等の取り扱いについては配慮をお願いします。 

   ・本研修の教材・副教材は、貴都道府県内での今後の研修企画運営に関する検討の範囲にとど

めてご活用ください。全部または一部の複写・複製や再配布、本研修の教材等を用いた研修

を行うことは固くお断りします（研修検討メンバー内で試行的に行うことについては、その

限りではありません）。 

   ・企画運営や研修実施側の観点に立つご質問は、受講生と別途のプログラム内容となる時間を

設け、その際にお受けします（第４日目・第６・７日目を予定しています）。意見聴取につ

いては、グループインタビューの時間に行います。 

   ・映像教材や電子データ等の提供は、今後本事業検討委員会にて検討します。 

 

 ２．本研修は７日間を通して行われるものであり、前回までの内容を既に学習しているものとして

進行します。 

   ・聴講者が変更になる場合、①書類（聴講票や聴講案内）、②教材・副教材等の配布物は都道

府県の中で受け渡しを確実にしてください。また、前回までの内容についても伝達を十分行

った上での参加をお願いします。 

    （忘れた場合に補足的な解説を行うことや、新たな資料を差し上げることはいたしませんの

で、ご了解ください）。 

   ・欠席時の教材等について次回研修前に送付を希望される場合、事務局まで電子メール

(model2018@ssa-b.com)宛てご依頼ください（料金着払いにて郵送いたします。）。 
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【研修受講ガイダンス】 

 本研修の獲得目標・プログラム概要（学びの見取り図） 

 

 藤川 雄一 氏 

  特定非営利活動法人埼玉県相談支援専門員協会 代表理事 

  （社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会 鶴ヶ島市生活サポートセンター） 
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( ), SSA2018-2019(c)  1 

( ), SSA2018-2019(c)  2 

8



( ), SSA2018-2019(c)  3 

9



( ), SSA2018-2019(c)  5 

( ), SSA2018-2019(c)  6 

10



( ), SSA2018-2019(c)  7 

( ), SSA2018-2019(c)  8 

11



( ), SSA2018-2019(c)  9 

( ), SSA2018-2019(c)  10 

12



( ), SSA2018-2019(c)  11 

( ), SSA2018-2019(c)  12 

13



( ), SSA2018-2019(c)  13 

14



( ), SSA2018-2019(c)  15 

( ), SSA2018-2019(c)  16 

15



( ), SSA2018-2019(c)  17 

( ), SSA2018-2019(c)  18 

16



19 ( ), SSA2018-2019(c)  

20 ( ), SSA2018-2019(c)  

17



21 
( ), SSA2018-2019(c)  

 

22 
( ), SSA2018-2019(c)  

18



23 
( ), SSA2018-2019(c)  

24 
( ), SSA2018-2019(c)  

19



25 
( ), SSA2018-2019(c)  

26 
( ), SSA2018-2019(c)  

20



27 
( ), SSA2018-2019(c)  

28 

( ), SSA2018-2019(c)  

21
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【講義１】相談支援概論 

 ① 相談支援の目的 

 

 門屋 充郎 氏 

  特定非営利活動法人十勝障がい者総合相談支援センター 所長 

 玉木 幸則 氏 【ビデオ講義】 

  社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 相談支援事業課 相談総務係 係長 
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【講義１】相談支援概論 

 ① 相談支援の目的 

 

 門屋 充郎 氏 

  特定非営利活動法人十勝障がい者総合相談支援センター 所長 

 玉木 幸則 氏 【ビデオ講義】 

  社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 相談支援事業課 相談総務係 係長  

 

 

 

51



30

2

52



4

53



54



55



•

56



57



•

58



•

•

59



•

•

•

•

60



( ) 2018.11.1.

61



21

�

�

�

�

�

�

62



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

/ :26.  :37.   
( :284.7 :271.4 :97 OECD 22

1960

63



25

Social Worker

Psychiatric Social Worker(PSW)

(1997 )

( )

64



251814

(

22

)

15

65



•

•

( 53 )

( )

66



67



5 19

(

)

68



( )
( )

69



(
)

70



71



72



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

73



•

•

•

•

•

•

•

•

•

74



•

•

•

•

•

75



• ( )

•

•

•

•

•

76



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

77



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

78



Nothing about us without us!
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【講義１】相談支援概論 

 ② 相談支援の基本的視点Ⅰ 

 

 島村 聡 氏 【ビデオ講義】 

  沖縄大学 人文学部 福祉文化学科 准教授 
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【講義１】相談支援概論 

 ② 相談支援の基本的視点Ⅱ 

 

 相馬 大祐 氏 

  福井県立大学 看護福祉部 講師 
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【講義１】相談支援概論 

 ③ 相談援助技術 

 

 相馬 大祐 氏 

  福井県立大学 看護福祉部 講師 
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平成３０年度障害者総合福祉推進事業 

新カリキュラムに基づく相談支援従事者養成研修モデル研修事業実施要領 

（初任者研修および現任研修） 

 

１. 目的 

 平成３０年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業の指定課題である「相談支援従事者研修ガイドラインの作成

及び普及事業」（以下、本事業という）の一環として、新カリキュラムに基づく相談支援従事者養成研修（初任者

研修ならびに現任研修）（以下、本モデル研修という。）を埼玉県において実施し、その内容を検証することを目

的とする。 

 

２. 実施主体 

 特定非営利活動法人埼玉県相談支援専門員協会（本事業実施主体） 

 

３. 対象者および定員 

 本研修の対象者は、以下の２種とする。 

①  本モデル研修による初任者研修もしくは現任研修の修了を目的とし、受講する者（以下、受講生という）。 

    定員： 初任者研修２４名、現任研修２４名 

※法定研修として修了を認定するため、カリキュラムの全日程(全課程)を修了する必要がある。 
 
  ② 新カリキュラムによる障害者相談支援従事者養成研修を都道府県において企画・立案するための情報収集

や情報交換を目的とし、本モデル研修を聴講する者（以下、聴講生という）。 

    定員： 各都道府県１名程度 

    ※日数が多いため、複数名が交代しても差し支えない。 

 

４. 受講および聴講の要件 

 ① 受講生は、下記の要件を満たす者を対象とする。 

  Ａ．初任者研修・現任研修共通 

   ア．初任者研修もしくは現任研修のいずれかの研修を修了するため、実習を含めた必要な全課程を履修す

る意思のある者（サービス管理責任者等研修の修了者であっても、既習部分の受講免除等は行いません。）。 

   イ．本モデル研修の趣旨を理解し、研修の評価や受講した感想等をフィードバックできる者 

   注）実習や課題があるため、現在障害福祉関係の仕事をされていない方は原則として受講できません。 
 

  Ｂ．初任者研修 

   以下ア〜オのいずれかに該当する者。 

   ア．相談支援従事者の要件(厚生労働省で示している実務経験等)を満たす者で、障害者総合支援法に規定

する指定一般相談支援事業所もしくは指定特定相談支援事業所又は児童福祉法に規定する障害児相談支援

事業所において相談支援事業に従事している者。 

   イ．指定重度障害者等包括支援事業所に従事するサービス提供責任者。 

   ウ．平成３１年度末までに、相談支援従事者の要件(厚生労働省で示している実務経験等)を満たす者で、

本項ア又はイの業務に従事している者。 

   エ．市町村において障害者の相談支援業務に従事している者。 

   オ．障害者の相談支援業務に従事している者もしくは平成３１年度末までに従事する予定である都道府県

職員。 
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  Ｃ．現任研修 

   次のア及びイの要件をすべて満たす者であって、演習の際に受講生本人が担当した実践例を提出すること

が可能な者。 

   ア．以下の①又は②のいずれかに該当しており、必要な実務経験を満たしていること 

    ① 障害者総合支援法に規定する指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は児童福祉法に規

定する障害児相談支援事業所に従事している相談支援専門員 

    ② 指定重度障害者等包括支援事業所におけるサービス提供責任者 

   イ．障害者相談支援従事者初任者研修の修了より２年以上経過しており、相談支援専門員の資格を有して

いること（別紙１「相談支援専門員の要件」参照）。 

 

 ② 聴講生は、下記の要件を満たす者を対象とする。 

   ア．障害者相談支援従事者養成研修の企画・運営を担当する都道府県職員。 

   イ．障害者相談支援従事者養成研修の企画・運営の中核となり、研修企画の検討委員や講師等をつとめる

相談支援専門員。 

   ウ．障害者相談支援従事者養成研修の実施を都道府県から受託している機関・法人の担当職員。 

   ※申込みは、都道府県単位で行うものとする（指定都市において参加を希望する場合も、都道府県と協議

の上、都道府県単位でまとめて申込みを行うこと）。 

   ※聴講生として参加した場合、法定研修としての修了は認定されないのでご留意いただきたい。 

 

５. 実施日程および概要（会場や概要は変更される場合がある。） 
 

 （１）初任者研修（７日間） 
 

 日程 会場 概要 

１日目 平成３０年１１月２３日（祝） 埼玉会館（浦和駅） 

７Ａ会議室 
講義 

２日目      １１月２４日（土） 

３日目      １２月１５日（土） 埼玉会館（浦和駅） 

７Ａ会議室 
演習 

４日目      １２月１６日（日） 

５日目 平成３１年 １月１２日（土） 国立女性教育会館¶（武蔵嵐山駅） 

川越市東部地域域ふれあいセンタ

ー・大会議室（南古谷駅） 

実習課題に 

基づく演習 
６日目       １月１３日（日） 

７日目       １月１４日（祝） 

                   

 （２）現任研修（４日間） 
 

 日程 会場 概要 

１日目 平成３１年 １月２６日（土） 

埼玉会館（浦和駅） 

７Ａ会議室 

講義 

２日目       ２月２２日（金） 
実習課題に 

基づく演習 
３日目       ２月２３日（土） 

４日目       ２月２４日（日） 
 
 ※初任者研修・現任研修とも、インターバル期間に実地で行う実習を実施する。 
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６. 修了証書の交付 

 ア．受講生として研修を修了した者に対して、埼玉県の修了証書を交付する。 

 イ．受講生として研修を修了した者については、埼玉県が名簿を作成し、埼玉県が名簿を管理する。 

 ※本研修は新カリキュラムに基づき実施するものであるが、現行の告示に基づいたカリキュラムを満たすもの

として修了を認定する。 

 ※本研修の修了証書は研修の修了を証明するものであって、相談支援専門員として必要な経歴等を証明するも

のではない旨ご留意いただきたい。 

 ※修了証書は再発行しないので、紛失しないよう保管すること。 

 

７. 実施上の留意点 

 （１）講師 

   本研修における指導者等は、国が実施する相談支援従事者指導者養成研修を修了した者もしくは大学等高

等教育機関において社会福祉の専門教育に従事する者がつとめることとする。 

 （２）その他 

   障害のある受講者に対しては、研修会場等における配慮を行うので申し出ること。 

 

８. 参加費用 

 １日あたり2,000円(研修資料代等)に研修の実施日数を乗じた額。 

 （初任者研修受講: 14,000円、現任研修受講: 8,000円、初任・現任聴講: 22,000円） 
 

 ※受講・聴講費用は、受講・聴講の決定通知に同封する振込払込書にてお支払いいただきます。振込払込書の

コピーを「受講・聴講票」に張り付けし、研修初日にご提出ください。詳しい支払い方法については、受講・

聴講決定通知に同封します。 

 ※研修会場までの旅費、昼食代及び実習課題の作成・提出・配布等にかかる費用(コピー代や郵送代等)は受講

者の自己負担となります。 

 

９. 申し込み 

  申込みにあたっては、下記のとおり受講・聴講申込書(Excelファイル)を電子メールにて送信してください。 

  受講を正式に決定するにあたっては、追って、必要書類を郵送で提出していただきます。電子メールによる

申し込みを確認し、受講要件を満たす者に対し、必要書類をメールで送付します。 

 
 

 

 宛先： model2018@ssa-b.com 

メール申込〆切： 平成３０年１０月２６日（金）１７時  必着  

 理由の如何を問わず、書類不備や期限を過ぎた応募は受理しませんのでご注意ください。 
  

 ¶送付時のExcelファイルは、下記のルールでファイル名をつけること。 

   [初任受講/現任受講/聴講のいずれかひとつ]_(受講者氏名).xls  例）初任受講_小鳩三太郎.xls 

 

 ¶受講の場合、郵送による必要書類の提出をもって、正式に受講受付を受理するものとします。 

受講受付〆切： 平成３０年１０月２６日（金）  必着  
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10. 受講および聴講の決定 

  本研修は開発中の研修の検証も行う機会であることから、研修効果の確認に適する受講生・聴講生を事務局

が選定し、本事業検討委員会の確認を受けた上で決定する。 

  受講・聴講を決定した者へは平成 30年11月12日(月)まで発送予定にて、郵送で通知する。 

 

 

（参考：受講・聴講までの申し込みの流れ） 

 

       受講を希望する場合                  聴講を希望する場合     

            ↓                         ↓ 

        受講・聴講希望者が電子メールで受講・聴講申込書(Excelファイル)を送信        

                                       10/26 17時必着 

            ↓                         ↓ 

               当協会より申込者に対し、確認メールを送信              

            ↓ 

   受講希望者が必要書類を当協会に郵送  

            ↓  10/26必着 

                  受講・聴講の申し込みを受理                 

            ↓                         ↓ 

        受講・聴講決定者に対し当協会より受講・聴講決定通知を郵送            

                                   11/12までに投函(予定) 

 

 注）受講を希望する場合、電子メールが〆切日の５日以上前に当協会に到達していないと、手続きが間に合わ

ない地域が多いと予想されます。ご注意ください。 
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